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　日頃より会員の皆様ならびに税務署をはじめ
とする関係諸機関の皆様方には木曽法人会運営
への大きなご支援ご協力に衷心より感謝申し上
げます。木曽法人会は令和２年度の事業年度に
入りました。今年度はこれまでになく異例な幕
開けとなっています。言うまでもなく中国発の
新型コロナウイルス武漢肺炎の世界的感染拡大
です。この小さな目に見えないウイルスがこれ
程に世界を変えてしまうことは、想像をはるか
に超える出来事でした。法人会の年次総会も密
を避け、会員の皆様の委任状と少人数の出席者
で行うという異例なものでした。緊急事態宣言
下、飲食、宿泊を業とする皆さんをはじめ、中
国に商品や部材を調達源とする、全ての産業商
業にとって異常なものでした。観光業にとって
は外国からのインバウンドによる観光客の途
絶。製造業では生産ラインの休止を余儀なくさ
れた休業。今ではマスクも店頭に普通に並び
始めていますが、マスク不足とマスクの高騰、
ソーシャルディスタンスィングの普及。これら
が３月から今日まで続いている現実です。
　５月に所用があり名古屋に行った時のことで
す。驚いたのは松坂屋、三越、高島屋、名鉄百
貨店の全てが休業していたこと、名古屋駅のコ
ンコースに人影がほとんど無かったこと。飲食
店の大部分も休業していたこと。通りも人影ま
ばらで、先の戦争中はこのような光景だったの
だろうかと思うほどでした。開いているのは
スーパーマーケットと僅かな飲食店のテイクア
ウトでした。長期保存が効くような食材がよく
売れていて、人出はいつもより多いような印象
でした。
　さて、今は、コロナ禍の中、感染をどう防
ぎ、ワクチンや薬を開発し、どのように対処す
るかにばかり目を奪われています。コロナ騒動
が落ち着く頃、気が付けば、私達は世界経済
を揺るがす大恐慌のとば口に立っていると思
われます。株価はコロナで一度落ち込み、現
在は回復していますが、再度落ち込み二番底
を打つと言われています。期間契約社員の雇
止めなどで、失業者は約200万人増えるそうで
す。そうなった時どう対処するかを考えたいと

木曽法人会長　大沢　謙一

新年度のご挨拶新年度のご挨拶

思います。日本の輸出依存度は2018年の時点
で14.8％、アメリカは8.1％です。因みに韓国
は38.6％。日本はアメリカに次いで、世界の
中で２番目に輸出依存度が低い国です。言い換
えると内需が主導の国です。日本の製造業はバ
ブル崩壊以来、安い労働力を求め生産工場を海
外に移転し失業者を生みました。空洞化と盛ん
に叫ばれた時期です。もしそのことが無かった
ら、日本のGDPは30年前と同じ水準で低迷し
ていないはずでした。アメリカはGDPを４倍
に、中国は54倍に伸ばしました。日本は1.1倍
もありません。
　前回、私は最悪な展開になったら覚悟を決め
ると書きました。トコトン考える。希望的観測
は入れず、最悪の展開だけを必死になって考え
る。２次的、３次的な悪化も考えると。そうす
ると、現実に何が発生しても、自分の展開のう
ちにあるから改めて悲観する必要はない。ま
た、現実には最悪より多少マシな状況にあるこ
とが多い（ココが大切です）ので「明るく」生
きる。コロナでドカンは起こってしまいまし
た。さらに引き続く経済恐慌というドカンも、
間違いなく起こるでしょう。でも皆さん、恐れ
ることはありません。覚悟あるより良き経営を
心掛け、たとえ逆境が来ようとも、負けない経
営で立ち向かいましょう。
　書ける文字数が限られているので、充分その
辺りを書き切れませんでした。何かご質問など
があれば個別にお答えしたいと思います。どう
か、会員の皆様が、来たる困難に負けず、ピン
チをチャンスに変えて益々ご発展されることを
切に願い、併せて木曽法人会の発展を祈念致し
まして、ご挨拶といたします。

総会であいさつする大沢会長総会であいさつする大沢会長
５月26日　木曽町文化交流センター５月26日　木曽町文化交流センター
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　大沢会長をはじめ、一般社団法人木曽法人会
の皆様には、税務行政に対しまして、日頃から
深いご理解と多大なご協力を賜っており、本席
をお借りして厚くお礼申し上げます。
　木曽法人会におかれましては、「税のオピニ
オンリーダー」として、企業の発展を支援し、
地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献す
る経営者の団体として各種活動に取り組まれて
おられますことに、心から敬意を表する次第で
あります。
　特に、青年部におかれましては、小学生への
「租税教育用下敷の贈呈」や「租税教室におけ
る講師」をお引き受けいただきました。
　また、女性部におかれましても、「絵はがき
コンクールの開催」のほか介護福祉施設でのボ
ランティア活動やタオルの寄贈など幅広く活動
され、積極的に税の啓発に取り組んでいただい
ており、心から感謝申し上げます。引き続き活
発に活動されますとともに、更に事業の充実が
図られますようご期待申し上げます。
　さて、税務署では新型コロナウイルス感染症
への対応として、感染拡大防止措置の影響によ
り厳しい状況に置かれている方々に向け、新た
に制定された納税緩和措置が早期に活用される
よう、ホームページへのリーフレットの掲載に
よる周知広報など、きめ細かな相談体制の整備
に取り組んでおります。
　木曽法人会の皆様におかれましては、これら
納税緩和措置について、会員の皆様への周知広
報に迅速にご対応いただき、心よりお礼申し上
げますとともに、引き続きご支援とご協力をい
ただきますようお願い申し上げます。
　昨年10月から消費税率の10%への引上げと
軽減税率制度が実施されております。木曽法人
会の皆様には、制度の円滑な実施のために様々
な周知・広報活動にご協力いただき、深く感謝
申し上げます。
　また、e-Taxにつきましては、木曽法人会を
はじめとする皆様のご協力をいただきながら、
その利用率向上に努めているところです。

木曽法人会通常総会　祝　  辞木曽法人会通常総会　祝　  辞

　貴会の皆様におかれましては、e-Taxの更な
る利用拡大に向け、引き続き、局署の取組につ
いて、ご支援とご協力をいただきますようお願
いいたします。
　国税庁では、税務行政の将来像を公表し、
「税務署の内部事務や行政指導事務の集中処理
などの業務改革を推進することにより、事務運
営の最適化を進めていく」旨をお伝えしており
ます。
　木曽法人会の皆様には、引き続き、この取組
にご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い
申し上げます。
　木曽法人会には、従来から国税当局と良好な
連携・協調関係を築いていただいているところ
であり、皆様に税務行政の良き理解者としてご
尽力いただいていることは、私どもが税務行政
を運営していく上で非常に大きな支えとなって
おり、誠に心強く感じている次第であります。
　今後とも、木曽法人会の皆様と一層の連携・
協調を図り、円滑な税務行政の推進に努めてま
いりたいと考えておりますので、ご支援・ご協
力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに当たりまして、木曽法人会並びに会員
の皆様の多年にわたるご功績に、改めて敬意を
表しますとともに、本日ご臨席の皆様のご健勝
とご繁栄を祈念いたしまして、お祝いの言葉と
いたします。

祝辞を述べられる三井税務署長祝辞を述べられる三井税務署長
５月26日　木曽町文化交流センター５月26日　木曽町文化交流センター

木曽税務署長　三井　　浩
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　令和２年度第８回通常総会が５月26日木曽
町文化交流センターにて開催されました。令和
元年財務諸表、令和３年度税制改正要望事項の
承認、令和２年度事業計画書並びに収支予算
書、令和元年度公益目的支出計画実施報告書の
報告がされました。本年度は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の為、なるべく総会へのご出
席は控えていただき、委任状の提出をお願いし
ました。出席人数は、皆さんのご協力のおかげ
で最少人数での開催となりました。ありがとう
ございました。
　また、初の試みで、〔オンライン総会〕を行
いました。周知の時間等が少なく、参加会員の
方々は少なかったのですが、WEB会議はこれ
から必要不可欠となるかもしれないです。
　例年の通常総会より、時間短縮でしたが通常
総会を無事終了しました。

【令和２年度基本方針】
◦納税意識の高揚と租税教育活動の推進
◦税制改正提言活動ならびにe-Taxの普及推進
◦企業経営の健全発展と地域社会貢献活動事業
の推進

【主な事業計画】
①税の研修事業・講演会等経営支援事業の実施
②消費税軽減税率に係る講習会・説明会の実施
③支部活動・青年部女性部活動を通しての会員
増強の推進
④税制改正の提言・法人市町村民税（法人税
割）の標準税率化への要望活動の実施
⑤地域に根ざした社会貢献活動の実施
⑥青年部・女性部による租税教育事業の推進強
化
⑦会員福利厚生制度の普及推進

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として新型コロナウイルス感染拡大防止対策として
初めての規模縮小による開催初めての規模縮小による開催
５月 26日　第８回通常総会開催される５月 26日　第８回通常総会開催される

所 属 職 名 氏 名 旧 所 属 署 旧 職 名
署 長 河 原 知 之 浦和税務署　特別国税調査官 特別国税調査官

総 務 課 総 務 課 長 大 島 孝 次 関東信越国税局　徴収部　管理運営課 管 理 監 査 官 

⑵ 転入者・転入先

● 木曽税務署　人事異動のお知らせ（７月10日付）
所 属 職 名 氏 名 新 所 属 署 新 職 名

署 長 三 井 　 浩 関東信越派遣　国税庁監察官 主 任 監 察 官
総 務 課 総 務 課 長 髙 橋 一 博 氏 家 税 務 署　 総 務 課 総 務 課 長

⑴ 転出者・転出先

通常総会
（５月26日　木曽町文化交流センター）
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26 日　令和２年度第８回　通常総会

 （木曽町文化交流センター）

17 日　生活習慣病予防健診

 （木曽町文化交流センター）

事務局日誌事務局日誌

23 日　令和元年度会計・業務監査会

 （法人会事務所）

木曽税務署長感謝状
　5月26日に開催しました当会総会において、
木曽税務署長より事務局職員の征矢野千里へ永
年勤続に対する感謝状が贈られました。

事務局について
　去る 4月 15日に開催しました正副会長会に
おいて、事務局職員の征矢野千里は、事務局主
任、事務局長代行を経て、このたび事務局長に
任命されました。

　女性部では、地域社会貢献活動に繋がるボラ
ンティア事業として、郡内の介護施設へのタオ
ル・布類の寄贈を行っています。
　これは、家庭でお使いにならない新品のタオ
ルや使用済みのタオル等を、介護の現場でご利
用頂いているものです。
　去る３月26日に木曽町三岳にある松塩筑木
曽老人福祉施設組合「なんてんの里」様へ小瀬
木部長と大畑副部長が行ってまいりました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、施
設玄関先でのタオル寄贈となってしまいました
が、施設の方から「大変助かります」とのお言
葉をいただき、利用者の皆さんに少しでもお役
に立てて頂けることをうれしく思いました。
　今後も引き続き実施してまいりますので、女
性部の皆様のご協力をお願いします。

女性部ボランティア事業女性部ボランティア事業

４４月月

６６月月

生活習慣病予防健診生活習慣病予防健診
（６月17日・木曽町文化交流センター）（６月17日・木曽町文化交流センター）

５５月月

　新品タオル・使用済タオル・バスタオルなど
お寄せ頂ける方は、女性部役員または事務局ま
でご連絡をお願いします。

（事務局　記）
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税金Ｑ＆Ａコーナー税金Ｑ＆Ａコーナー
　今回の「税金Ｑ＆Ａコーナー」第33弾は、新型コロナウイルス感染症の影響により、 期限
までに申告等が困難な方々の個別の申告期限延長の手続きについて説明します。

Ｑ１ （法人の期限の個別延長について）
 法人税等について、これから申告・納付期限を迎えることになりますが、新型コ

ロナウイルス感染症（以下、「感染症」といいます。）の影響により、期限内に国
税の申告等ができない場合、期限の延長が認められますか。

Ａ 　感染症の影響を受けて期限までに申告・納付等行うことが困難な場合には、個
別に期限の延長が認められます。

◦ 法人の場合には、役員や従業員等が感染症に感染したケースだけではなく、次
のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活
動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響
が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難な
ケースなども考えられます。

　①  体調不良により外出を控えている方がいること
　② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
　③  感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
　④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

◦ また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申
告が困難な場合には、個別に申告期限延長が認められます。

◦  申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出してい
ただく必要はなく、申告書の提出の際に、「新型コロナウイルスによる申告・
納付期限延長申請」である旨を申告書の余白に付記していただくか、e-Taxを
ご利用の方は「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の「電子申告
及び申請届出名」欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続きで申請を行
うことができます。

◦ なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
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〇書面の申告書で申告・納付期限延長を申請する場合の記載例
　申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してく
ださい。
【法人税申告書の記載例】

〇各種会計ソフトを利用してe-Taxで申告・納付期限延長を申請する場合の入力例
【法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税申告書のe-Taxソフトの入力例】
　電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

　今回のＱ＆Ａは、国税庁ホームページ内の
「新型コロナウイルス感染症に関するFAQ」から出題しました。
　その他詳しい情報については、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）内の特設サイト
「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」をご覧ください。

「電子申告及び申請・届出名」欄又は「添付書類名」欄に
文言を入力し、各税目のe-Tax 申告書と同時送信
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会 員 企 業 の ご 紹 介

南木曽支部南木曽支部

大桑村支部大桑村支部

〒 399-5302
長野県木曽郡南木曽町
吾妻 4689-644
ＴＥＬ　0264－58－2330
ＦＡＸ　0264－58－2400
M a i l 　craft@nohara.jp
http://www.nohara.jp
　国道19号より256号線に入り、車で20分程走っ
たところにある木地師の里に店舗があります。
　2018年に４代目、野原一浩が代表取締役に就任
し、家族のみで経営をしています。
　現在は木のボールペン・シャープペンシルを中心
とした木製品の製作と、南木曽町の伝統防寒着「な
ぎそねこ」の製作販売を行っております。

〒 399-5502
長野県木曽郡大桑村須原 1229-1
ＴＥＬ　0264－55－3111　　ＦＡＸ　0264－55－2289
M a i l 　t-kinoshita@kwe1959.co.jp
　電力会社を退職した祖父が、発電所やダムにおける補修工事を目的と
して 1959 年（昭和 34 年）に木下電機工業所を創立。1978 年（昭和
53年）に株式会社木下工業へ組織変更し、本年１月に４代目の私が代
表取締役に就任致しました。
　現在は自動車部品の加工をメインに事業を行っております。近年、外
国人技能実習生を積極的に受け入れ、これまでに７名のインドネシア人
が木曽へやってきてくれました。彼らの技術習得や、少しばかりの国際
交流に貢献できていることを嬉しく思っています。
　また、木くずの産廃処分業『株式会社ウッドアール・オークワ』、一
般廃棄物収集運搬業『株式会社イーシーサービス』も手がけており地域
の皆様にご愛顧いただいております。
　今後も木曽を盛り上げていけるよう、精進してまいりますのでどうぞ
よろしくお願い致します。

有限会社  野原 工芸　代表取締役　野原　一浩

株式会社  木下工業
代表取締役　木下　哲也




